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内閣総理大臣 殿 

財 務 大 臣 殿 

厚生労働大臣 殿 

 

不十分な報酬改定を見直し、すべてのケア労働者の処遇改善実現と安全・安心の

医療・介護提供体制の維持につなげる改定率実施を求める要請署名 
 

 この間私たちは、地域から医療機関や介護事業所がなくなってしまう危機を回避するため、すべ

てのケア労働者の処遇改善と医療・介護・福祉事業所が健全に活動できるための措置を国に求めて

きました。同様の趣旨で、医療・介護・福祉の使用者団体も、地方行政を担う市町村会も県知事会

も、そして多くの国会議員も、26 年の診療報酬改定 10％以上の引き上げと介護報酬・障害福祉サ

ービス等報酬の期中改定での引き上げを国に求めてきました。政府もこれらの要請に応え、診療報

酬の引き上げや介護報酬と障害福祉サービス等報酬の期中改定を決定しました。 

 しかし、政府が示した改定率では、すべてのケア労働者の全産業平均並みの賃上げを実現し、7

割の病院が赤字となっている経営実態を回復させるまでには、残念ながら到底及ばない改定率であ

ると指摘せざるを得ません。診療報酬上の賃上げ財源は 1人 8 千円程度にとどまり、介護報酬でも

1 万円という水準であるため、全産業平均の賃上げ額には遠く及びません。事業所支援についても、

経営悪化を回復させ、赤字から脱却させるには不十分です。 

 このままでは、人手不足がますます深刻になっているケア労働者の離職に歯止めがかかることは

なく、医療機関も介護事業所も史上最悪の倒産・休業件数を更新している現状を食い止めるには至

りません。医療・介護・福祉は、公定価格の設定がサービス提供の質や労働環境に直結する産業で

す。だからこそ、公定価格の水準が低く抑えられることでケアの質や労働の質が損なわれることの

ないよう、適正で持続可能な公定価格を確保する必要があります。よって私たちは、改めて政府に

対し、すべてのケア労働者の処遇改善と医療・介護事業の安定的な維持発展のために 10％以上とな

る報酬改定率の引き上げを強く求めます。 

 

【要請事項】 

１． 今般政府が決定した、26年度の診療報酬改定率と、介護・障害福祉サービス等報酬の期中改定

率については不十分であるため、すべてのケア労働者が全産業平均以上の賃上げとなり、医療

機関と介護・福祉等事業所の安定的な運営につながるよう、各 10％以上の引き上げ改定に向

けて改定率を見直すこと。 

 

団体（労働組合・法人・事業所名）                             

 

代表者名                                         

 

所在地・連絡先                                      

※ご協力いただいた団体は医労連の HP 等で公表する予定ですが、不都合な場合にはチェックをお願いします→□ 

意見・要望 

 

 

 

 

取扱団体 日本医療労働組合連合会  東京都台東区入谷１－９－５ 03-3875-5871 

 

30


